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水と緑のパートナー 

水土里ネット上板 
上板町北岸用水土地改良区 

平成 26 年 4 月 10 日、総代および役職員が、吉野川北岸土地改良区～池田ダム～

早明浦ダムで、吉野川北岸用水の概要や水利権や水源について研修を行いました。 

 

平成 26 年 3 月 25 日に開催された全国水土里ネット表彰式に於いて、優良土地改

良区表彰の金章が授与されました。 

〒771-1302 
徳島県板野郡上板町七條字経塚 42番地 

TEL＆Fax 088-694-6727 

E-mail kamihoku@mb.pikara.ne.jp 
水土里ネットは、土地改良区の愛称です 

給水バルブの管理について 

北岸用水支線工事が完了してから、２０年以上経過している地区が多くなりま

した。 

事務局へ「水が止まらない、止まりにくい。」「かたくて、開け閉めが出来ない。」

「貝殻やゴミが出てきた。」といったご連絡が増えてきました。これらは、水垢や

ゴミ（石や枝、ビニール製品、貝殻など）が詰まったことで、パッキンが傷んだ

り、経年劣化で硬化していること等が原因です。 

かたくて開け閉めできないときは、事務所までご連絡ください。 

・パッキン交換や軸に油を差すことで簡単に開け閉め出来るようになります。 

・無理に開閉を行うと軸が折れることがあります。 

・地区、年度によって使用しているバルブのメーカーや種類が異なります。  

一部のバルブには、交換部品が無く修理が出来ないものもあります。 

・分解できない物は、バルブの交換（有料）となることがありますが、 

パッキン等の交換は無料です。 

・各種バルブ類、ホースの取り付け等も、ご相談ください。（実費必要） 

・上板東部ほ場整備用のバルブのハンドル、各地区の給水バルブの頭（赤色）

の破損等なども交換いたします。 

徳島県土地改良区表彰者集合写真 



歳入歳出予算額 一金 円也 歳入決算額 一金 円也
歳出決算額 一金 円也

歳入歳出差引額 一金 円也(平成２５年度繰越金)

本年度予算額 前年度予算額 附　記

１.組合費 27,766,000 33,254,000 １.事務所費
総代役員会議研
修・事務所経費

２.使用料 12,000 11,000 ２.選挙費 決算額 予算額 増（△）減 附　記 決算額 予算額 増（△）減 附　記

３.補助金 15,245,000 20,536,000 ３.維持管理費 施設管理経費 １.組合費 30,565,525 30,447,000 118,525
事業・電気・維
持管理賦課金 １.事務所費 17,225,170 19,331,000 △ 2,105,830

総代役員会議研
修・事務所経費

４.受託費 1,000 1,000 ４.事業費 ２.使用料 11,780 10,000 1,780 敷地使用料 ２.選挙費 0 2,000 △ 2,000

５.寄附金 1,000 1,000 ５.負担金 ３.補助金 24,675,779 24,676,000 △ 221
償還金・ポンプ
電力料補助 ３.維持管理費 6,681,790 13,098,000 △ 6,416,210 施設管理経費

６.雑収入 553,000 1,090,000 ６.繰出金 特別会計へ ４.受託費 0 1,000 △ 1,000 ４.事業費 719,700 980,000 △ 260,300 データ突合業務

７.繰入金 2,000 16,000
日本政策金融公
庫償還金 ５.寄附金 0 1,000 △ 1,000 ５.負担金 0 1,000 △ 1,000

８.繰越金 12,000,000 12,141,000 ８.予備費 ６.雑収入 1,305,292 1,251,000 54,292 過年度未収金他 ６.繰出金 2,460,000 2,463,000 △ 3,000 特別会計へ

55,580,000 67,050,000 ７.繰入金 33,648 33,000 648 基金利息他 ７.償還金及び利子 29,415,913 29,510,000 △ 94,087
日本政策金融公
庫償還金

８.繰越金 12,051,620 12,051,000 620 ８.予備費 0 3,085,000 △ 3,085,000

事務局からのお知らせとお願い 68,643,644 68,470,000 173,644 56,502,573 68,470,000 △ 11,967,427

●新役員・総代が決定しました

平成25年12月15日に総代、平成26年１月３日に役員の任期満了による改選がそれぞれおこなわれ、

次の方々が新役員に選任、新総代に当選されました。

また、理事長に西木 弘氏、副理事長に吉岡哲雄氏、総括監事に川田 仁氏が就任されました。

役員 理　事 <第1区> 森田昌晴(事)　　西條　力(総)　　松本一郎(総)　　高田久司(事)

<第2区> 伊月　猛(総)　　日下和芳(総)　　田渕久男(事)　　河野和明(事)

<員 外> 吉岡哲雄 　　西木　弘 ※(事)…事業委員　(総)…総務委員

監　事 多田　勲　　 佐川　孝 　　川田　仁

総代 <第1区> 板東 ﾄﾖｺ 　　東條　滉 　　榎本浩章 　　四宮　明 　　林　　守 　　松田　功　　

森坂良男 　　石井慶二 　　野田義郎 　　大内　正 　　北池　強　　 川瀬榮造

本淨久夫 　　森田正昭 　　影山　正 　　吉田公一 　　岡田久夫 　　田中芳治

<第2区> 原田米祐 　　突當茂夫 　　植田博之 　　波多野卓 　　佐野浩一 　　日下充義

西岡　健 　　松谷良之 　　田村文雄 　　藪内和男 　　松田卓男 　　阿部正夫

安喜茂嘉 　　岡本俊策 　　稲岡建治 　　川田公博 　　溝渕寛治

●組合員資格得喪通知書の提出をお忘れなく １．地区総地積 398 ha

下記の用件が発生した場合、速やかに資格得喪通知書の手続きをお願い致します。法務局への変更 平成２４年度末地積

登記、町役場への変更手続きにあわせて土地改良区への変更手続きもお忘れなく。 　　　　　　賦課地積

なお、直接当土地改良区へ届け出がありませんと台帳が変わりませんのでご注意ください。

◎組合員が死亡（相続）された場合 ◎組合員が住所、氏名等を変更された場合 ２．組合員総数 867 人

◎組合員が農地を喪失または、取得（譲与・売買・競売・異動など）された場合 （第1区 407人・第2区321人・第3区 34人・その他 105人）
◎農業者年金の受給による経営世帯主を交代した場合

平成２６年度一般会計歳入歳出予算書 平成２４年度一般会計歳入歳出決算書
（平成２６年３月５日開催　通常総代会議決） （平成２５年１１月７日開催　臨時総代会議決）

55,580,000 68,643,644

歳　出　の　部 （単位：円）

56,502,573
歳　入　の　部 歳　出　の　部 （単位：円） 12,141,071

款 増（△）減 附　記

歳　入　の　部 （単位：円）

款

△ 205,000△ 5,488,000
事業・電気・維
持管理賦課金

18,202,000 18,407,000

△ 795,000

前年度予算額 増（△）減

2,000 797,000

202,000 3,342,000

款 本年度予算額

款

△ 5,291,000
償還金・ポンプ
電力料補助

14,540,000 12,528,000

1,000 敷地使用料

2,012,000

７.償還金及び利子 17,530,000

△ 3,140,000

0

833,000

0 1,000 1,000

0

2,400,000 2,288,000

27,817,000

△ 537,000 過年度未収金他 2,703,000 1,870,000

△ 14,000 基金利息

3,437,529㎡

合　　計 △ 11,470,000 合　　計

合　　計 合　　計

平成２４年度地区及び組合員の状況

3,978,594㎡

△ 10,287,000

112,000

△ 11,470,00055,580,000 67,050,000

△ 141,000
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